
位置図 「西淀川地区沿道環境に関する連絡会」
の設置経緯

○昭和53年4月 第一次訴訟提訴。以降、第
二次（昭和59年7月）、第三次（昭和60年5
月）、第四次（平成4年4月）が提訴

○平成10年7月29日 西淀川第一次訴訟及
び第二～四次訴訟の一括和解成立

○和解条項の概要

・沿道環境対策の実施

・国・阪神高速道路公団、原告団・弁護団に
よる「西淀川地区沿道環境に関する連絡会」
の設置

○連絡会の概要

・年１回の開催 （平成15年度より、公開にて
実施）

・令和6年3月に、第27回連絡会を開催

西淀川区

大阪市西淀川区における沿線環境対策
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沿道環境改善 ～総合的な道路環境対策の取組～



阪神高速５号湾岸線への交通誘導

沿道環境改善 ～沿道ロードプライシングの実施～

阪神高速道路株式会社と協力し、料金格差を設け、５号湾岸線への交通転換
を進める「環境ロードプライシング」を推進し、５号湾岸線への迂回協力を
促す広報を実施しています。

環境ロードプライシングのイメージ図

広報の取り組み例

横断幕

設置看板

メール配信
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